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 秋祭りの時季を迎え、そろそろ冬の準備に入ろうかというこの頃ですが、特にこの時期は昼夜の寒

暖の差が大きく、体調を崩しやすいため、ご注意をお願いします。体調不良が重大な事故につなが

ることも少なくありません。日々のちょっとした注意、心がけが重大災害の未然防止につながることを

ご理解いただきたいと思います。 

＜健康管理について＞ 

 労働安全衛生法に定められた労働者の一般定期健康診断について、労働者数５０名以上の事業

場においては、その結果を労働基準監督署へ報告していただいております。 

 健康診断においては、項目ごとに所見がある（正常範囲から外れている）かどうかが判断されてい

ますが、何らかの項目に所見があった労働者の割合（有所見率）の動きをみると、下のグラフのよう

になっています。 

 

 全国、岐阜県、高山署管内のいずれについても、有所見率は５０％を超え、増加傾向にあります。 

 

 また、有所見率の高い項目は、「血中脂質」「肝機能」「血圧」の順となっており、これらは食生活等

個人の私生活に起因する可能性の高いものですが、放置しておくと脳・心臓疾患などに発展する恐

れがあり、業務の過重が重なった場合、「過労死」に至ることも考えられます。 

 事業者の皆様には、この有所見率改善のために、「定期健康診断実施後の措置」（異常所見のあ

る労働者について、医師の意見を聴取した上で、必要ある場合は就業制限等の措置を講じること。

安衛法第６６条の４、５）、「定期健康診断結果に基づく保健指導」（医師や保健師による栄養改善、



運動等の保健指導を行うこと。安衛法第６６条の７）、「健康教育・健康相談」（安衛法第６９条）など

の取り組みを行うようお願いいたします。 

 この取り組みを行う上で、労働者５０人未満の事業場については、地域産業保健センターを活用す

ることで、費用の負担なく保健指導等行うことができますので、是非ご利用ください。（岐阜県地域産

業保健センター飛騨支部 ０５７７－３５－３２１８）  

＜受動喫煙防止対策助成金制度について＞ 

 職場での受動喫煙防止対策については、特に、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供し

ている飲食店、旅館等において、喫煙室の設置等の対策の取り組みを促進することが求められてい

ます。 

 そのため、厚生労働省では、今般、受動喫煙防止対策助成金制度を創設し、１０月１日より開始し

ております。 

 旅館業、飲食店を経営する中小事業主に対して、喫煙室の設置または受動喫煙防止のための換

気設備の設置に必要な費用の１／４（上限２００万円）が支給されます。 

 ただし、助成に当たっては、事前に工事計画について所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要

がありますので、詳細については申請書等提出先である岐阜労働局労働基準部健康安全課（電話

番号０５８－２４５－８１０３）までお問い合わせください。 

 また、助成金以外にも、業種に関係なく、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務（対策実施のた

めの技術的な無料電話相談、実地指導。相談ダイヤル０３－３２１３－１０１２ 東京海上日動リスク

コンサルティング株式会社）及び職場内環境測定支援業務（デジタル粉じん計及び風速計の無料貸

与。申込受付ダイヤル０３－５６２５－４２９６ 柴田科学株式会社）についても１０月から実施しており

ますので、ご活用ください。  

＜「はつらつ職場宣言」事業場登録＞ 

 岐阜労働局、岐阜県労働基準協会連合会などで構成する「はつらつ職場づくり推進会議」が取り組

んでいます「はつらつ職場づくり宣言事業場登録制度」につきましては、本労基署だよりにおいて飛

騨地域での新規登録事業場について、登録のたびにご紹介しておりますが、１０月に高山市の株式

会社シラカワ様が新たに宣言事業場として登録され、「はつらつ職場づくり推進会議」から、登録証

及び楯が授与されました。 

 これで、当署管内の登録事業場は１５社となりました。はつらつとして働ける職場を作るために、労

使が共同で宣言を行うことには、様々な意義があり、できるだけ多くの事業場で取り組んでいただき

たいと考えております。是非、一度岐阜労働局のホームページをご覧いただき、「はつらつ職場宣

言」をご検討いただきますようお願いいたします。 

 当署といたしましても、今後とも、飛騨地域の事業場で一つでも多く宣言が行われるよう、機会をと

らえて周知、勧奨に取り組んでまいります。 
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 この「労基署だより」は、岐阜労働局のホームページからも見ることができます。（ホームページトッ

プ―労働基準監督署―高山労働基準監督署「最新情報」）会員様等への配布などの場合は、ホー

ムページからダウンロードしてご利用ください。 

 


